
◎公職選挙法の一部を改正する法律 
（平成二九年六月二一日法律第六六号）（衆）   

一、提案理由（平成二九年六月八日・衆議院本会議） 

○竹本直一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を

御説明申し上げます。 

 本案は、都道府県または市の議会の議員の選挙において、候補者の政策等を有権者が

知る機会を拡充するため、選挙運動用のビラの頒布を認めようとするものであります。 

 その主な内容は、 

 第一に、都道府県または市の議会の議員の選挙において、候補者は一定の範囲内で選

挙運動用のビラを頒布することができることとしております。 

 第二に、ビラの作成費用については、都道府県または市は、それぞれ、条例で定める

ところにより、無料とすることができることとしております。 

 なお、この法律は、平成三十一年三月一日から施行することとしております。 

 本案は、昨七日、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、

全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 

 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。 

 以上であります。 

二、参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長報告（平成二九年六月一四

日） 

○有田芳生君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び選

挙制度に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、都道府県又は市の議会の議員の選挙において、候補者の政策等を有権者

が知る機会を拡充するため、候補者が選挙運動のためのビラを頒布することができるこ

ととする等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員

長竹本直一君から趣旨説明を聴取した後、地方議会選挙におけるビラ頒布解禁の意義、

町村議会選挙のビラ頒布及び文書図画の自由化についての見解等について質疑が行われ

ました。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


